
― 1 ― 

令和６年第１回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和６年３月１４日（木曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足寄町農業委員会会長              𠮷 村   進 君 

足寄町代表監査委員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農業委員会事務局長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  報告第６号       専決処分の報告について（橋梁長寿命化修繕（ポン沢橋・一の 

沢橋）工事請負契約の変更について）＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ２  報告第７号       専決処分の報告について（橋梁長寿命化修繕（上利別幌内橋） 

工事請負契約の変更について）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  報告第８号       専決処分の報告について（美盛足寄線外１路線整備工事請負契 

約の変更について）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ４  議案第１８号 令和５年度足寄町一般会計補正予算（第１５号）＜Ｐ５～Ｐ１ 

７＞ 

 日程第 ５  議案第１９号 令和５年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５ 

号）＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第 ６  議案第２０号 令和５年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第４号）＜Ｐ５ 

～Ｐ１７＞ 

 日程第 ７  議案第２１号 令和５年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第 ８  議案第２２号 令和５年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第６号）＜Ｐ５ 

～Ｐ１７＞ 

 日程第 ９  議案第２３号 令和５年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第５ 

号）＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第１０  議案第２４号 令和５年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第１１  議案第２５号 令和５年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第４ 

号）＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第１２  議案第２６号 令和５年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３ 

号）＜Ｐ５～Ｐ１７＞ 

 日程第１３  議案第２７号 令和６年度足寄町一般会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２５＞ 

 日程第１４  議案第２８号 令和６年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算＜Ｐ１７～Ｐ 

２５＞ 

 日程第１５  議案第２９号 令和６年度足寄町簡易水道特別会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２５＞ 

 日程第１６  議案第３０号 令和６年度足寄町介護保険特別会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２５＞ 

 日程第１７  議案第３１号 令和６年度足寄町介護サービス事業特別会計予算＜Ｐ１７～Ｐ 

２５＞ 

 日程第１８  議案第３２号 令和６年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２ 

５＞ 

 日程第１９  議案第３３号 令和６年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計予算＜Ｐ１７～ 

Ｐ２５＞ 

 日程第２０  議案第３４号 令和６年度足寄町上水道事業会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２５＞ 

 日程第２１  議案第３５号 令和６年度足寄町下水道事業会計予算＜Ｐ１７～Ｐ２５＞ 

 日程第２２  議案第３６号 令和６年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算＜Ｐ１７～Ｐ 

２５＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席でありま

す。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 昨

日開催されました、第１回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。 

 本日、３月１４日は、最初に報告第６号か

ら報告第８号までの報告を受けます。 

 次に、議案第１８号から議案第２６号まで

の令和５年度補正予算案の提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。 

 次に、議案第２７号から議案第３６号まで

の新年度予算案の提案説明を受けた後、予算

審査特別委員会を設置し、会期中の審査とい

たします。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 報告第６号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 報告第６

号専決処分の報告について（橋梁長寿命化修

繕（ポン沢橋・一の沢橋）工事請負契約の変

更について）の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、報告第６号専決処分の報告につ

いて、御説明を申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり、令和６年３月４日付で専

決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により、これを御報告するものでございま

す。 

 内容について、御説明させていただきま

す。 

 令和５年８月２日開会の第３回臨時会にお

きまして、工事請負契約の締結について議決

をいただき工事着手しました、橋梁長寿命化

修繕（ポン沢橋・一の沢橋）工事について、

工事内容の一部に変更が生じ、契約金額を変

更するため、町長の専決処分事項の指定につ

いて第６項の規定に基づき専決処分を行った

ものでございます。 

 専決処分書を御覧ください。 

 契約変更の目的は、橋梁長寿命化修繕（ポ

ン沢橋・一の沢橋）工事でございます。 

 契約変更の原因は、契約条項第１８条、第

２２条、第２４条及び第２５条の規定に基づ

くものでございます。これらの条項は、天候

の不良や工事の受注者の責めに帰すことがで

きない事由により、工期内に工事を完成する

ことができない場合は、受注者と発注者が協

議を行った上で、工期や契約金額を変更する

ことについての規定となっております。 

 このたびの契約変更は、保安林解除協議等

に不測の日数を要したほか、仮設工の変更な

どにより工期の延長とそれに伴う経費の変更

が必要になったことによるものです。 

 変更事項は、３の契約の金額についてであ

り、専決処分前の工事請負金額６,１０２万

８,０００円を、６７万１,０００円増額し、

６,１６９万９,０００円に変更するものでご

ざいます。 

 なお、増額分は契約金額の１０分の１以内

の額であり、かつ５００万円を超える額では

ないため、指定事項に基づき専決処分を行っ

たものでございます。 

 契約の相手方に変更はございません。 

 ２ページの説明を御覧ください。 

 工期につきましては、令和６年５月３１日

までと変更をしております。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 
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○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を終

わります。 

 

◎ 報告第７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 報告第７

号専決処分の報告について（橋梁長寿命化修

繕（上利別幌内橋）工事請負契約の変更につ

いて）の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、報告第７号専決処分の報告につ

いて、御説明を申し上げます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり、令和６年３月４日付で専

決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により、これを御報告するものでございま

す。 

 内容について、御説明させていただきま

す。 

 令和５年１１月１日開会の第４回臨時会に

おきまして、工事請負契約の締結について議

決をいただき工事着手しました、橋梁長寿命

化修繕（上利別幌内橋）工事について、令和

５年１１月３０日開会の第５回臨時会及び第

４回定例会において、契約変更の専決処分の

報告をさせていただきましたが、このたび設

計内容の一部に変更が生じたことから、再度

契約金額を変更するため、町長の専決処分事

項の指定について第６項の規定に基づき専決

処分を行ったものでございます。 

 専決処分書を御覧ください。 

 契約変更の目的は、橋梁長寿命化修繕（上

利別幌内橋）工事でございます。 

 契約変更の原因は、契約条項第１８条、第

２２条、第２４条及び第２５条の規定に基づ

くものでございます。これらの条項は、天候

の不良や工事の受注者の責めに帰すことがで

きない事由により、工期内に工事を完成する

ことができない場合は、受注者と発注者が協

議を行った上で、工期や契約金額を変更する

ことについての規定となっております。 

 このたびの契約変更は、水道の移設先の選

定に不測の日数を要したことにより工期の延

長とそれに伴う経費の変更が必要になったこ

とによるものです。 

 変更事項は、３の契約の金額についてであ

り、専決処分前の工事請負金額７,５５２万

６,０００円を、５９万４,０００円減額し、

７,４９３万２,０００円に変更するものでご

ざいます。 

 なお、減額分は契約金額の１０分の１以内

の額であり、かつ５００万円を超える額では

ないため、指定事項に基づき専決処分を行っ

たものでございます。 

 契約の相手方に変更はございません。 

 ４ページを御覧ください。 

 工期につきましては、令和６年４月３０日

までと変更しております。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を終

わります。 

 

◎ 報告第８号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 報告第８

号専決処分の報告について（美盛足寄線外１

路線整備工事請負契約の変更について）の件

を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、報告第８号専決処分の報告につ

いて、御説明を申し上げます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり、令和６年３月４日付で専

決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により、これを御報告するものでございま

す。 

 内容について、御説明させていただきま

す。 

 令和５年１２月５日開会の第４回定例会に

おきまして、工事請負契約の締結について議



― 5 ― 

決をいただき工事着手しました、美盛足寄線

外１路線整備工事について、工事内容の一部

に変更が生じ、契約金額を変更するため、町

長の専決処分事項の指定について第６項の規

定に基づき専決処分を行ったものでございま

す。 

 専決処分書を御覧ください。 

 契約変更の目的は、美盛足寄線外１路線整

備工事でございます。 

 契約変更の原因は、契約条項第１８条及び

第２５条の規定に基づくものでございます。

この条項は、工事の発注者は必要があると認

めた場合、設計図書を変更の上、工期や契約

金額を変更できることについての規定でござ

います。 

 変更事項は、３の契約の金額についてであ

り、専決処分前の工事請負金額８,９７６万円

を、２４４万２,０００円増額し、９,２２０

万２,０００円に変更するものでございます。 

 なお、増額分は契約金額の１０分の１以内

の額であり、かつ５００万円を超える額では

ないため、指定事項に基づき専決処分を行っ

たものでございます。 

 契約の相手方に変更はございません。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を終

わります。 

 

◎ 議案第１８号から議案第２６号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 議案第１

８号令和５年度足寄町一般会計補正予算（第

１５号）から日程第１２ 議案第２６号令和

５年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正

予算（第３号）の件までの９件を一括議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第１８号令和５年度足寄町一般

会計補正予算（第１５号）から議案第２６号

令和５年度足寄町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第３号）まで、一括提案理由を御

説明申し上げます。 

 補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１８号令和５年度足寄町一般会計補

正予算（第１５号）について、御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

６億１,９８９万５,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億９

５５万５,０００円とするものでございます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１目

一般管理費、第４節共済費におきまして、会

計年度任用職員等共済組合負担金、会計年度

任用職員社会保険料など、合わせて１,７３１

万８,０００円減額いたしました。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 第２目基金積立金、第２４節積立金におき

まして、減債基金積立金といたしまして２,０

７８万４,０００円を計上いたしました。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 第１４目企画振興費、第１節報酬におきま

して、会計年度任用職員報酬を５２２万４,０

００円減額いたしました。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、住環境・店舗等整備補助金を５８６万

２,０００円減額し、地域間幹線系統路線維持

費補助金といたしまして３,２３７万７,００

０円を、地域おこし協力隊起業支援事業補助

金といたしまして１００万円を計上いたしま

した。 

 第２４節積立金におきまして、企業版ふる

さと納税基金積立金といたしまして１３０万

円計上いたしました。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住

民基本台帳費、第１２節委託料におきまし

て、戸籍総合システム改修業務といたしまし

て１１１万１,０００円を計上いたしました。 

 ５８ページをお願いいたします。 
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 第３款民生費、第２項老人福祉費、第３目

介護保険助成費、第２７節繰出金におきまし

て、介護保険特別会計繰出金といたしまして

３２５万１,０００円を計上いたしました。 

 第４目介護サービス事業助成費、第２７節

繰出金におきまして、介護サービス事業特別

会計繰出金といたしまして、過疎債分を合わ

せて２,６７３万９,０００円減額いたしまし

た。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務

費、第１９節扶助費におきまして、児童手当

など合わせて１,１７８万５,０００円を減額

いたしました。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目

保健衛生総務費、第２２節償還金、利子及び

割引料におきまして、返還金といたしまして

９５０万４,０００円を計上いたしました。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 第２目予防費、第１８節負担金、補助及び

交付金におきまして、ワクチン接種医療機関

等協力交付金といたしまして１,２７０万円を

減額いたしました。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 第２項清掃費、第２目じん芥処理費、第１

８節負担金、補助及び交付金におきまして、

十勝圏複合事務組合じん芥負担金といたしま

して１２７万円を計上いたしました。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 第４項病院費、第１目病院費、第１８節負

担金、補助及び交付金におきまして、不採算

地区病院運営経費負担金といたしまして１,２

６６万８,０００円を計上いたしました。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第４

目畜産草地費、第２０節貸付金におきまし

て、畜産振興資金貸付金を７,１４９万１,０

００円減額いたしました。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 第５目農地費、第１８節負担金、補助及び

交付金におきまして、道営中足寄地区及び西

足寄地区水利施設等保全高度化事業（営農用

水）負担金を合わせて２,４８８万５,０００

円減額いたしました。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 第２項林業費、第１目林業振興費、第１８

節負担金、補助及び交付金におきまして、森

林環境推進事業補助金といたしまして、５５

２万８,０００円を減額いたしました。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 第３目町有林管理費、第１１節役務費にお

きまして、手数料といたしまして５６８万７,

０００円を減額いたしました。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、第１項土木管理費、第２目

地籍調査費におきまして、地籍調査事業とい

たしまして、地籍測量業務委託料４,０４２万

２,０００円など合わせて４,３５５万４,００

０円を減額いたしました。 

 第２項道路橋梁費、第２目道路管理費、第

１０節需用費におきまして、光熱水費といた

しまして７９５万円を減額いたしました。 

 ９２ページをお願いいたします。 

 第４目臨時地方道整備事業費、第１２節委

託料におきまして、美盛足寄線外１路線用地

確定測量業務といたしまして２０６万８,００

０円を計上し、南７丁目通外調査設計業務と

いたしまして、合わせて２,３６１万５,００

０円を減額し、第１４節工事請負費におきま

して、南７丁目通整備工事外合わせて５,２０

７万２,０００円を減額いたしました。 

 ９４ページをお願いいたします。 

 第５目道路新設改良費、第１４節工事請負

費におきまして、道路ストック修繕工事とい

たしまして７,８３８万６,０００円減額いた

しました。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 第４項都市計画費、第２目下水道費、第２

７節繰出金におきまして、公共下水道事業特

別会計繰出金を過疎債分を合わせて８５１万

３,０００円減額いたしました。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第２項小学校費、第３目



― 7 ― 

学校建設費、第１４節工事請負費におきまし

て、芽登小学校外部改修工事といたしまして

８１７万１,０００円減額いたしました。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 第３項中学校費、第１目学校管理費、第１

０節需用費におきまして、光熱水費といたし

まして、８２０万６,０００円減額いたしまし

た。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なもの

について御説明申し上げます。 

 １２ページへお戻りください。 

 第１１款地方交付税、第１項地方交付税に

おきまして、普通地方交付税といたしまして

４,５２６万８,０００円を計上いたしまし

た。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第１５款国庫支出金におきまして、中段に

なりますが、物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を２,４３０万４,０００円計上

し、１８ページ上段において、社会資本整備

総合交付金（道路新設）を４,９１３万９,０

００円減額いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第１６款道支出金におきまして、下段にな

りますが、地籍調査事業道補助金を２,９６０

万２,０００円減額いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金におきまして、企業版ふる

さと納税寄附金を１３０万円、教育振興寄附

金を５万９,０００円計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金を３億２,８３６万３,０００円、公

共施設建設等基金繰入金を８,８００万円、そ

れぞれ減額し、ふるさと銀河線跡地活用等振

興基金繰入金といたしまして３,２３７万７,

０００円を計上いたしました。 

 第２１款諸収入におきまして、畜産振興資

金貸付金元金収入といたしまして２,０８７万

８,０００円を減額いたしました。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第２２款町債、第１項町債におきまして、

第２目辺地対策事業債を合わせて５,８３０万

円、第３目過疎対策事業債を合わせて２億３

７０万円それぞれ減額し、３０ページになり

ますが、第５目緊急自然災害防止対策事業債

といたしまして９,８００万円を計上いたしま

した。 

 ６ページへお戻りください。 

 第２表繰越明許費補正、追加３件をお願い

いたしました。 

 第３表地方債補正、追加１件、変更３件を

お願いいたしました。 

 以上で、令和５年度足寄町一般会計補正予

算（第１５号）についての説明を終わりま

す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げま

す。 

 １２３ページをお願いいたします。 

 議案第１９号令和５年度足寄町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第５号）につい

て、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ８億７,８４７万１,０００円

とするものでございます。 

 １３６ページをお願いいたします。 

 第６款諸支出金、第２項繰出金、第１目直

営診療施設勘定繰出金におきまして、国民健

康保険病院事業会計繰出金といたしまして４

２２万７,０００円を計上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 １２８ページへお戻りください。 

 第２款道支出金におきまして、保険給付費

等交付金といたしまして、合わせて７２５万

円を計上いたしました。 

 次に、１３９ページをお願いいたします。 

 議案第２０号令和５年度足寄町簡易水道特

別会計補正予算（第４号）について、御説明

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

３４３万５,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４,５９９万４,０

００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、事業
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執行による減額が主なものでございますの

で、説明は省略をさせていただきます。 

 １４１ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更１件をお願いいた

しました。 

 次に、１５１ページをお願いいたします。 

 議案第２１号令和５年度足寄町公共下水道

事業特別会計補正予算（第５号）について、

御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１,２１７万２,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７,１２２

万円とするものでございます。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 １６２ページをお願いいたします。 

 第１款総務費、第２項施設管理費、第２目

管渠管理費におきまして、下水道管理台帳補

完業務委託料を６３９万１,０００円減額いた

しました。 

 歳入の内容については、説明は省略をさせ

ていただきます。 

 １５３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更２件をお願いいた

しました。 

 次に、１６７ページをお願いいたします。 

 議案第２２号令和５年度足寄町介護保険特

別会計補正予算（第６号）について、御説明

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,

５０１万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９億１,１１７万

８,０００円とするものでございます。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 １８０ページをお願いいたします。 

 第２款保険給付費、第１項介護サービス等

諸費、第１目介護サービス給付費におきまし

て、施設介護サービス給付費など合わせて２,

６２５万３,０００円を計上いたしました。 

 １８２ページをお願いいたします。 

 第３款地域支援事業費、第１項介護予防・

生活支援サービス事業費におきまして、第１

８節負担金、補助及び交付金といたしまして

１２１万３,０００円を計上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 １７２ページへお戻りください。 

 第３款国庫支出金、第２項国庫補助金にお

きまして、調整交付金といたしまして６１６

万１,０００円計上いたしました。 

 １７４ページをお願いいたします。 

 第６款繰入金、第２項基金繰入金におきま

して、介護給付費準備基金繰入金を１,８３７

万８,０００円計上いたしました。 

 次に、１９１ページをお願いいたします。 

 議案第２３号令和５年度足寄町介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第５号）につい

て、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４,０６４万９,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３３９万

５,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、事業

執行による減額が主なものでございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 １９３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更１件をお願いいた

しました。 

 次に、２０９ページをお願いいたします。 

 議案第２４号令和５年度足寄町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第４号）について、

御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４１２万７,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億４,４４８万

３,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、事業

執行による減額が主なものでございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、２１９ページをお願いいたします。 

 議案第２５号令和５年度足寄町資源ごみ処

理等事業特別会計補正予算（第４号）につい

て、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２３４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７,１９１万１,０
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００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、事業

執行による減額が主なものでございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げま

す。 

 ２３１ページをお願いいたします。 

 議案第２６号令和５年度足寄町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第３号）につい

て、御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額から収入支出

それぞれ７,８６０万円を減額し、収益的収入

及び支出の予定額を収入支出それぞれ１１億

３,７５４万６,０００円とするものでござい

ます。 

 次に、資本的収入の予定額から１５５万７,

０００円を減額し、資本的収入の予定額を６,

１６１万３,０００円とするものでございま

す。 

 ２３６ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出でございますが、支出

では臨時医師や会計年度任用職員報酬のほ

か、薬品費及び光熱水費などに係る執行残の

減額とたな卸資産減耗費の計上、収入では入

院及び外来収益などの減額と一般会計負担

金、国保直診施設特別調整交付金などの計上

でございます。 

 ２３２ページをお願いいたします。 

 第４条におきまして、企業債補正、変更１

件をお願いいたしました。 

 第５条におきまして、予算第８条に定めた

議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費の職員給与費を４,９３３万６,００

０円減額し、７億２,３９０万円とするもので

ございます。 

 第６条におきまして、予算第１０条に定め

たたな卸資産の購入限度額を９,９４３万５,

０００円に改めるものでございます。 

 以上、議案第１８号令和５年度足寄町一般

会計補正予算（第１５号）から、議案第２６

号令和５年度足寄町国民健康保険病院事業会

計補正予算（第３号）までの説明とさせてい

ただきます。 

 次に、令和５年度予算の専決処分について

のお願いでございます。 

 令和５年度の収支につきましては、おおむ

ね見通せる状況にありますが、地方譲与税、

特別交付税など、収入の一部について未確定

の項目がございます。 

 これらの収入はいずれも３月下旬にかけて

額が確定するため、今回議決をお願いしてお

ります予算決定後において増減が予想されま

す。このことから、これら収入の状況により

予算の専決処分の措置を講じさせていただき

たいと考えておりますので、あらかじめ御了

承くださいますようお願い申し上げます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。御審議賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。 

 これから、議案第１８号令和５年度足寄町

一般会計補正予算（第１５号）の件の質疑を

行います。 

 ３２ページをお開きください。 

 歳出から始めます。 

 款で進めます。 

 ３２ページ、第１款議会費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３２ページから５４

ページ、第２款総務費、質疑はございません

か。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） ４５ページのとこ

ろで、第２款１４目１８節の負担金、補助及

び交付金のところの真ん中辺に出ている補助

金、住環境・店舗等整備補助金、これがマイ

ナス５８６万２,０００円と余っていると。普

通はここ全部なくなって、１２月か１１月に

はもう予算がなくなって使えないよというこ

とだったのに、これだけ余っているというこ

とは、工事が少なかったということになると

思うのですけれども、今資材が上がって人件
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費も上がって、とても大変なのですよね。 

 上限１５０万円補助金が出ると。２０万円

までは半額の１０万円、それを超えたら１２.

５％、８分の１だから１２.５％になるのです

けれども、これを全部使うとなったら、リ

フォームの場合は１,１４０万円の工事をしな

ければここまでの金額にならない。だから２

０万円まで半額の１０万円はいいにしても、

それ以降の１２.５％という比率をもうちょっ

と上げて３０％なり４０％なり上げて、上限

の１５０万円は変わらないにしても、この比

率をちょっと上げていく、住民が使いやすい

ようにしていくということを考えられないの

かなと、それをちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま矢野議

員のほうから工事をする件数が少なかったの

かなというようなこともおっしゃっていまし

たけれども、実はまだ集計の途中ではござい

ますけれども、令和４年度に比較すると、件

数のほうは増加をしております。ただ申請を

されている方の利用される金額が低くて、多

分１０万円台とか２０万円台だとかの方がい

らっしゃるので、最近はやっぱりエアコンと

かを使われる方が多いのかなと、エアコンと

かストーブとかですね、というふうに思って

おります。 

 あと、金額を上げることなのですけれど

も、そちらについてはもともとこの制度が定

住をしていただいて、今後長く足寄町に住ん

でいただけるということが目的ということも

ありますので、今後例えばゼロカーボンに向

けて、断熱効果を高くするとか、そういうよ

うな制度も併せて今後検討していきたいなと

いうふうに思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ５４ページから６６

ページ、第３款民生費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ６６ページから７４

ページ、第４款衛生費、質疑はございません

か。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 衛生費の病院費の

ところでお伺いいたします。 

 ７５ページに書いてあります負担金の不採

算地区病院運営経費負担金、こちらをちょっ

とすみません、説明していただいてよろしい

でしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 これにつきましては、令和３年度から実施

されております国の不採算地区病院に対する

臨時的財政措置ということで、新型コロナウ

イルス感染症に伴います国の特別交付税の増

額分という形で、令和３年度から実施されて

おりまして、それが令和５年度も継続された

ということで、その分を追加で負担金として

お願いしたものでございます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） すみません、理解

がよくできないのですけれども。もうちょっ

とかみ砕いて、すみません。新型コロナの補

助金とどのような関係があって、これは不採

算地区病院が皆さんが、足寄だけではなく皆

さんが負担をしているということですよね。

違いますか。ちょっと理解できない、すみま

せん。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

不採算地区の繰出金につきましては、いろい

ろな項目がありまして、その中で令和３年度

からコロナの感染拡大によって各病院が経営

が厳しくなってきているということで、それ

に対して国のほうで特別交付税を１床当たり

幾らに単価を掛けるというのがあるのですけ

れども、それが３０％程度増額されたという
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のが３年間今続いているというところで、１

２月にその追加で交付された分をそのまま負

担金として頂いたということになります。 

 以上、分かりますか。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 私がよく分からな

いのか。これは負担金として出したのですよ

ね。違う。すみません。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

国のほうから特別交付税としてお金が入って

くるのですね。その入ってきたお金をそのま

ま病院のほうに追加で出していただいたとい

う形になります。一般会計のほうにですね。

それを病院会計のほうに出していただいたと

いう形になります。すみません、ちょっと分

かりづらいですね。よろしいでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 同じく７４ページ、

第５款労働費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ７４ページから８６

ページ、第６款農林水産業費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ８６ページから８８

ページ、第７款商工費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ８８ページから９８

ページ、第８款土木費、質疑はございません

か。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ９５ページの第５目

道路新設改良費の１４節工事請負費、道路ス

トック修繕工事が７,８３８万６,０００円、

多額の減額ですけれども、まずこの減額の理

由をお尋ねします。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えをいたし

ます。 

 今回この工事費に限らず建設課の予算につ

いて減額幅がちょっと大きくなってございま

すけれども、道路ストック修繕工事につきま

しては、そもそも年度当初に補助申請を行い

ます。その際に足寄町の要望額に対して、幾

ら幾らという年度当初の申請の際に補助金が

示されるというのが通常でございまして、そ

の間に事業調整というのがございまして、月

を重ねていくと補助金がつく可能性もござい

ます。それで本来早い時期にもう補助金はつ

かないということが分かっておりましたが、

本来１２月なりに減額することも可能だった

のですが、そもそも補助金がつかなかったと

いうことで大幅な減額となったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番。 

○９番（川上修一君） 理由は分かりまし

た。国から補助金が来ないからできなかった

という、簡単にいうとそういうことですよ

ね。 

 できなかった路線というのは、道路ストッ

ク修繕事業ですから、やる順番恐らく決まっ

ているのかなと思うのですけれども、それは

令和６年度のこれからの予算に、やれなかっ

たところがやるというふうに計上されてくる

のですよね。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（松野 孝君） 当然こちらの道

路ストック修繕工事につきましては、路線名

で言ったら足寄白糠線でございまして、路盤

の再生とかの工事を行うものでございまし

て、補助金がつかなかったので当然整備を行

う路線の延長が計画どおりできなかったもの

ですから、令和６年度予算にもこの路線につ

いて工事費を計上してございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 第８款土木費、他に

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（髙橋秀樹君） １００ページから１

０２ページ、第９款消防費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １０２ページから１

１８ページ、第１０款教育費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １１８ページから１

２０ページ、第１２款公債費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第１３款職員費、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １０ページにお戻り

ください。 

 歳入に入ります。 

 款で進めます。 

 第１款町税、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第６款法人事業税交

付金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第８款環境性能割交

付金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １２ページ、第９款

国有提供施設等所在市町村助成交付金、質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第１１款地方交付

税、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第１３款分担金及び

負担金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １２ページから１４

ページ、第１４款使用料及び手数料、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １４ページから１８

ページ、第１５款国庫支出金、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １８ページから２２

ページ、第１６款道支出金、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第１７款財産収入、

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２４ページ、第１８

款寄附金、質疑はございませんか。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 企業版ふるさと納

税を開始されて寄附金を頂いているかと思い

ますが、この企業名というのは公表されてい

ますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） 頂いた相手の企

業名につきましては、ホームページ等で公表

させていただいております。 

 今回頂いた寄附の相手方なのですけれど

も、ホクレンさんから１００万円、それとセ

コマさんから３０万円というふうになってご

ざいます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第１９款繰入金、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２４ページから２８

ページ、第２１款諸収入、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２８ページから３０

ページ、第２２款町債、質疑はございません

か。 

 ９番川上修一君。 
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○９番（川上修一君） 町債の第３目過疎対

策事業債、２９ページの一番下ですけれど

も、美盛足寄線云々で１億７,４４０万円、多

額の過疎債の減額になっております。もう１

枚めくってもらって３１ページの５目の緊急

自然災害防止対策事業債、同じ美盛足寄線で

すね、９,８００万円の計上となっておりま

す。過疎債を減らしてなぜこっちになったの

かという理由と、あと緊急自然何だか事業債

というのは自分初めて見るような気がします

ので、補塡率とかそういったことお尋ねいた

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） まず過疎対策事

業債から緊急自然災害防止対策事業債のほう

に振り替えた理由でございますけれども、過

疎対策事業債は全国的にやっぱり非常に有利

な起債ということで、申請が多いということ

がございまして、それで枠に限りがあるとい

うことがございまして、このたび過疎債のほ

うから減額を、この事業は対象から外させて

いただきました。そして、新たに緊急自然災

害防止対策事業債のほうに振り替えました

が、この事業につきましては充当率が１００

％で交付税の措置率が７０％ということで、

過疎対策事業債と同じように有利な起債とい

うことで、こちらのほうに振り替えることと

いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番。 

○９番（川上修一君） すみません、確認さ

せてもらいます。 

 過疎債と緊急自然災害防止対策事業債は同

じ補塡率ということで、そして過疎債は枠が

あれだから変えたと。全く町の負担は変わら

ないという押さえでよろしいでしょうか。 

 それともう１点、美盛足寄線は、過疎債が

１億７,０００万円で緊急自然災害防止対策事

業債は９,８００万円で７,６４０万円差額が

あるのですけれども、この差額はどんなに

なったのですかね。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） 先ほど歳出のほ

うで道路の臨時地方道の整備事業のほうで工

事費を減額させていただいておりますので、

見合いの分の歳出の分については減額をして

おりますので、町が、一般財源が負担になる

とかそういうことではございません。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第２３款自動車取得

税交付金、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ６ページにお戻りく

ださい。 

 第２表繰越明許費補正、追加３件、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第３表地方債補正、

追加１件、変更３件、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１８号令和５年度足寄町

一般会計補正予算（第１５号）の件を採決し

ます。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１８号令和５年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）の件は、原

案のとおり可決されました。 

 ここで、１１時１５分まで休憩いたしま

す。 

午前１１時０１分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開します。 

 これから、議案第１９号令和５年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）の件の質疑を行います。 

 １２８ページから１３６ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１９号令和５年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１９号令和５年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２０号令和５年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件の

質疑を行います。 

 １４６ページから１４８ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １４１ページにお戻

りください。 

 第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第２０号令和５年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２０号令和５年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２１号令和５年度足寄町

公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）

の件の質疑を行います。 

 １５８ページから１６４ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １５３ページにお戻

りください。 

 第２表地方債補正、変更２件、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第２１号令和５年度足寄町

公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）

の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２１号令和５年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２２号令和５年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第６号）の件の

質疑を行います。 

 １７２ページから１８８ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで、討論を終わります。 

 これから、議案第２２号令和５年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第６号）の件を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２２号令和５年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第６号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２３号令和５年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件の質疑を行います。 

 １９８ページから２０６ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １９３ページにお戻

りください。 

 第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、議案第２３号令和５年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２３号令和５年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２４号令和５年度足寄町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

の件の質疑を行います。 

 ２１４ページから２１６ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第２４号令和５年度足寄町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２４号令和５年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２５号令和５年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第４

号）の件の質疑を行います。 

 ２２４ページから２２８ページ、歳入歳出

一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第２５号令和５年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２５号令和５年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ２３１ページをお開きください。 

 これから、議案第２６号令和５年度足寄町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。 

 ２３６ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２３８ページ、資本

的収入、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（髙橋秀樹君） ２３２ページにお戻

りください。 

 第４条、予算第５条中企業債の変更から、

第６条、予算第１０条中たな卸資産の購入限

度額の変更まで、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わり

ます。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第２６号令和５年度足寄町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第２６号令和５年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２７号から議案第３６号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１３ 議案第

２７号令和６年度足寄町一般会計予算の件か

ら、日程第２２ 議案第３６号令和６年度足

寄町国民健康保険病院事業会計予算までの１

０件を一括議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第２７号令和６年度足寄町一般

会計予算から議案第３６号令和６年度足寄町

国民健康保険病院事業会計予算まで、一括提

案理由を御説明申し上げます。 

 一般会計予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第２７号令和６年度足寄町一般会計予

算について、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１０１億４,１０５万１,０００円と定めるも

のでございます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げます。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第２目

基金積立金、第２４節積立金におきまして、

減債基金積立金といたしまして２,６１１万

５,０００円を計上いたしました。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 第８目財産管理費、第１２節委託料におき

まして、（仮称）旭町コミュニティセンター

実施設計業務といたしまして７６８万９,００

０円、旭町母と子の家解体工事実施設計業務

といたしまして２４０万９,０００円をそれぞ

れ計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、下愛冠

コミュニティセンター改修工事といたしまし

て２,８１５万９,０００円を計上いたしまし

た。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 第１４目企画振興費におきまして、ふるさ

と足寄応援寄附推進事業といたしまして、ふ

るさと納税謝礼２,４００万円、ふるさと納税

サポート業務委託料４８３万２,０００円な

ど、合わせて３,８２５万６,０００円を計上

いたしました。 

 第１２節委託料におきまして、市街地コ

ミュニティバス運行管理業務といたしまして

８３８万１,０００円、移住等サポート業務と

いたしまして５７３万３,０００円をそれぞれ

計上いたしました。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、住環境・店舗等整備補助金４,０００万

円、まちづくり活動支援補助金１５０万円、

北海道ＵＩＪターン新規就業支援事業移住支
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援金２００万円、結婚新生活支援事業補助金

２１０万円、ふるさと納税返礼品開発支援補

助金１００万円などを計上いたしました。 

 第２４節積立金におきまして、ふるさと足

寄応援基金積立金といたしまして４,０００万

６,０００円を計上いたしました。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 第１５目行政情報管理費、第１３節使用料

及び賃借料におきまして、クラウドシステム

使用料といたしまして６,１２１万８,０００

円を計上いたしました。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 第１７目あしょろ銀河ホール２１管理費、

第１４節工事請負費におきまして、排煙設備

修繕工事といたしまして３０６万２,０００

円、非常照明バッテリー更新工事といたしま

して３９１万６,０００円、防火シャッター改

修工事といたしまして８０５万６,０００円、

空調設備整備工事といたしまして１,４３０万

３,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 第２１目情報化推進費、第１４節工事請負

費におきまして、地デジ無線共聴施設送受信

機更新工事といたしまして９５２万６,０００

円を計上いたしました。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住

民基本台帳費、第１２節委託料におきまし

て、戸籍総合システム改修業務といたしまし

て３０２万５,０００円を計上いたしました。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目

社会福祉総務費、第１２節委託料におきまし

て、障害者地域生活支援センター管理運営業

務といたしまして２,２２６万２,０００円を

計上いたしました。 

 ９２ページをお願いいたします。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、足寄町社会福祉協議会補助金といたし

まして３,６６６万４,０００円を計上いたし

ました。 

 第１９節扶助費におきまして、障害者自立

支援給付費３億３,８７８万８,０００円、障

害者医療費１,６９９万６,０００円、９４

ページになりますが、障害者地域生活支援給

付費１,５４４万２,０００円などを計上いた

しました。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 第５目後期高齢者医療費、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、療養給付

費負担金といたしまして１億１,１０４万１,

０００円を計上いたしました。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 第２項老人福祉費、第１目老人福祉総務

費、第１４節工事請負費におきまして、芽登

健康増進センター外壁改修工事といたしまし

て１２３万５,０００円を計上いたしました。 

 １００ページをお願いいたします。 

 第３目介護保険助成費におきまして、介護

人材確保対策事業といたしまして、介護職員

初任者研修業務２２０万円のほか、補助金な

ど合わせて７０３万円を計上いたしました。

軽費老人ホーム経営安定支援事業といたしま

して、１０３ページまでになりますが、経営

安定資金補助金８００万円、施設改修費補助

金１,５００万円をそれぞれ計上いたしまし

た。 

 １０２ページになりますが、第４目介護

サービス事業助成費、第２７節繰出金におき

まして、介護サービス事業特別会計繰出金と

いたしまして、過疎債分も合わせまして６億

７,５２２万５,０００円を計上いたしまし

た。 

 第６目高齢者等複合施設運営費、第１２節

委託料におきまして、高齢者等複合施設管理

運営業務といたしまして４,４００万３,００

０円を計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、木造外

壁等塗装工事といたしまして３４０万２,００

０円を計上いたしました。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務

費、第１２節委託料におきまして、母子保健

デジタル化業務といたしまして５１９万２,０
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００円。 

 １０８ページになりますが、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、認定こど

も園どんぐりなどの保護者負担金無償化事業

補助金といたしまして、合わせて２,１７２万

５,０００円を計上いたしました。 

 第２目児童医療費、第１９節扶助費におき

まして、乳幼児医療費といたしまして２,６２

４万５,０００円を計上いたしました。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 第３目子どもセンター運営費、第１２節委

託料におきまして、不凍液交換業務といたし

まして７５２万４,０００円を計上いたしまし

た。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 第８目子育て支援費、第７節報償費におき

まして、子育て応援出産祝金といたしまして

４,４００万円を計上いたしました。 

 第１２節委託料におきまして、家庭的保育

業務といたしまして１,２３４万２,０００円

を計上いたしました。 

 １２４ページからになりますけれども、第

４款衛生費、第１項保健衛生費、第３目患者

輸送車管理費、第１７節備品購入費におきま

して、患者輸送車といたしまして１,６１４万

８,０００円を計上いたしました。 

 １２８ページをお願いいたします。 

 第６目町営温泉浴場運営費、第１２節委託

料におきまして、町営温泉浴場管理運営業務

といたしまして２,７５７万７,０００円を、

第１４節工事請負費におきまして、換気設備

改修工事といたしまして１６７万５,０００円

を計上いたしました。 

 １３０ページをお願いいたします。 

 第２項清掃費、第２目じん芥処理費、第１

２節委託料におきまして、一般廃棄物収集運

搬業務といたしまして６,５４６万４,０００

円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、十勝圏複合事務組合じん芥負担金とい

たしまして１,９２６万８,０００円を計上い

たしました。 

 第３目し尿処理費、第１２節委託料におき

まして、し尿収集運搬業務といたしまして１,

３３４万１,０００円を計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、十勝圏複合事務組合し尿負担金といた

しまして８１３万２,０００円を計上いたしま

した。 

 １３２ページをお願いいたします。 

 第４項病院費、第１目病院費におきまし

て、国民健康保険病院対策費といたしまし

て、救急医療確保経費負担金などのほか、補

助金、出資金合わせて５億４,６９７万５,０

００円を計上いたしました。 

 １３８ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第３

目農業振興費におきまして、農業担い手育成

支援事業といたしまして、１４１ページまで

になりますけれども、新規就農志向者営農指

導交付金、農業次世代人材投資資金など合わ

せて３,２２４万９,０００円、防衛施設周辺

農業用施設設置事業といたしまして、農業用

施設設置事業補助金４,２００万円をそれぞれ

計上いたしました。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 第４目畜産草地費、第１２節委託料におき

まして、農業関係施設調査設計業務といたし

まして１,３２０万円、第２０節貸付金におき

まして、畜産振興資金貸付金といたしまして

１億円を計上いたしました。 

 １４４ページをお願いいたします。 

 第５目農地費、第１４節工事請負費におき

まして、西足寄地区配水管改修工事といたし

まして１,３２２万２,０００円、中足寄地区

配水管改修工事といたしまして４７５万２,０

００円をそれぞれ計上いたしました。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、道営中足寄地区及び西足寄地区水利施

設等保全高度化事業（営農用水）負担金とい

たしまして、合わせて９,８８１万１,０００

円を計上いたしました。 

 １４６ページをお願いいたします。 

 第７目営農用水道等費、第１４節工事請負
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費におきまして、営農用水道計装装置更新工

事といたしまして１,４９７万１,０００円を

計上いたしました。 

 １５０ページをお願いいたします。 

 第１０目多面的機能発揮促進事業費、第１

８節負担金、補助及び交付金におきまして、

中山間地域等直接支払交付金１億９,９６５万

４,０００円、多面的機能支払交付金４,６３

８万３,０００円、環境保全型農業直接支払交

付金１,３６６万円をそれぞれ計上いたしまし

た。 

 １５２ページをお願いいたします。 

 第２項林業費、第１目林業振興費、第７節

報償費におきまして、有害鳥獣駆除報償金と

いたしまして、２,０１６万８,０００円を計

上いたしました。 

 １５４ページをお願いいたします。 

 第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、森林環境推進事業補助金といたしまし

て５,８２６万２,０００円、豊かな森づくり

推進事業補助金といたしまして２,９４７万

９,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 第２４節積立金におきまして、森林の二酸

化炭素吸収及び削減活用基金積立金といたし

まして９６６万円、森林環境譲与税基金積立

金といたしまして７,３６０万６,０００円を

それぞれ計上いたしました。 

 １５６ページをお願いいたします。 

 第３目町有林管理費におきまして、森林整

備事業といたしまして、造林や下刈り等の手

数料など合わせて３,５８８万３,０００円を

計上いたしました。 

 第４目水源林造林事業費におきまして、水

源林造林事業といたしまして、下刈りや集積

間伐等の手数料など合わせて８,４０２万８,

０００円を計上いたしました。 

 １５８ページをお願いいたします。 

 第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

振興費、第１８節負担金、補助及び交付金に

おきまして、足寄町商工会補助金といたしま

して２,２４１万７,０００円を計上いたしま

した。 

 第２０節貸付金におきまして、中小企業特

別融資貸付金といたしまして１億９,０００万

円を計上いたしました。 

 １６４ページをお願いいたします。 

 第３目観光費、第１８節負担金、補助及び

交付金におきまして、足寄ふるさと盆踊り・

両国花火大会実行委員会等補助金といたしま

して５７８万６,０００円、あしょろ観光協会

補助金といたしまして９５０万円をそれぞれ

計上いたしました。 

 １６６ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、第１項土木管理費、第２目

地籍調査費におきまして、地籍調査事業とい

たしまして、地籍測量業務委託料５,４８１万

７,０００円など、合わせて７,５４４万５,０

００円を計上いたしました。 

 １６８ページをお願いいたします。 

 第２項道路橋梁費、第１目道路維持費、第

１４節工事請負費におきまして、町道応急補

修工事など、合わせて９,３２５万８,０００

円を計上いたしました。 

 １７０ページをお願いいたします。 

 第２目道路管理費、第１４節工事請負費に

おきまして、街路灯等整備工事といたしまし

て７,４４８万１,０００円を計上いたしまし

た。 

 １７２ページから１７５までになります

が、第４目臨時地方道整備事業費におきまし

て、調査設計業務委託料、整備工事請負費な

ど、合わせて８,４０８万円を計上いたしまし

た。 

 １７４ページをお願いをいたします。 

 第５目道路新設改良費におきまして、橋梁

長寿命化修繕事業といたしまして、１７７

ページまでになりますが、調査設計等業務委

託料、修繕工事請負費、配水管移設工事負担

金など、合わせて１億３,４４４万２,０００

円、道路ストック修繕事業といたしまして、

修繕工事請負費７,９５３万円をそれぞれ計上

いたしました。 

 １８２ページをお願いいたします。 

 第４項都市計画費、第４目公園事業費、第
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１４節工事請負費におきまして、公園等遊

具・公園施設修繕工事といたしまして１,００

０万円、里見が丘公園整備工事といたしまし

て４,７５３万１,０００円をそれぞれ計上い

たしました。 

 １８４ページをお願いいたします。 

 第５項住宅費、第１目住宅管理費、第１２

節委託料におきまして、北星団地公営住宅解

体工事実施設計業務といたしまして３１１万

３,０００円を計上いたしました。 

 第１４節工事請負費におきまして、栄団地

公営住宅屋根・外壁塗装工事といたしまして

２,８６１万円、北星団地公営住宅解体工事と

いたしまして、３,１１８万２,０００円をそ

れぞれ計上いたしました。 

 １８６ページをお願いいたします。 

 第１７節備品購入費におきまして、石油給

湯機といたしまして６６９万６,０００円を計

上いたしました。 

 第９款消防費、第１項消防費、第１目消防

費におきまして、常備消防管理経費といたし

まして、１９１ページまでになりますが、と

かち広域消防事務組合消防負担金２億１,９７

９万４,０００円など、合わせて２億３,６７

０万７,０００円、非常備消防管理経費といた

しまして、消防ポンプ自動車２,７１９万５,

０００円など、合わせて６,８１７万４,００

０円をそれぞれ計上いたしました。 

 １９４ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第１項教育総務費、第２

目事務局費、第１２節委託料におきまして、

足寄町学習塾管理運営業務といたしまして３,

６６３万円を計上いたしました。 

 １９６ページをお願いいたします。 

 第１４節工事請負費におきまして、学習塾

空調設備更新工事といたしまして５６９万５,

０００円、第１８節負担金、補助及び交付金

におきまして、足寄高等学校振興会補助金と

いたしまして９７６万５,０００円、足寄高等

学校通学費等補助金といたしまして２,９７４

万１,０００円、足寄高校生海外研修派遣事業

実行委員会補助金といたしまして４,４５４万

６,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 ２０４ページをお願いいたします。 

 第２項小学校費、第１目学校管理費、第１

４節工事請負費におきまして、足寄小学校教

員住宅改修工事といたしまして５０２万２,０

００円、第１７節備品購入費におきまして、

パソコン一式、サーバー機器一式外合わせて

１,７９８万５,０００円を計上いたしまし

た。 

 ２０８ページをお願いいたします。 

 第３目学校建設費、第１４節工事請負費に

おきまして、螺湾小学校体育館改修工事とい

たしまして２,０２８万２,０００円を計上い

たしました。  

 ２１８ページをお願いいたします。 

 第４項社会教育費、第４目博物館運営費、

第１２節委託料におきまして、博物館施設管

理運営業務といたしまして４,４００万円を、

第１４節工事請負費におきまして、博物館屋

根修繕工事といたしまして１,３３９万５,０

００円を計上いたしました。 

 ２２４ページをお願いいたします。 

 第５項保健体育費、第１目保健体育総務

費、第１４節工事請負費におきまして、弓道

場遠的場上屋改修工事といたしまして７７４

万４,０００円を計上いたしました。 

 ２３２ページをお願いいたします。 

 第３目温水プール運営費、第１４節工事請

負費におきまして、温水プール屋内照明ＬＥ

Ｄ化工事外合わせて４,９５２万７,０００円

を計上いたしました。 

 ２３６ページをお願いいたします。 

 第５目学校給食費、第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、学校給食費無償化

事業補助金といたしまして２,４６６万７,０

００円を計上いたしました。 

 ２３８ページをお願いいたします。 

 第１２款公債費、第１項公債費、第１目元

金におきまして、長期債償還元金といたしま

して１４億１,４４６万５,０００円を計上い

たしました。 

 第２目利子におきまして、長期債利子とい
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たしまして３,１７１万４,０００円を計上い

たしました。 

 ２３８ページから２４１ページまでになり

ますが、第１３款職員費におきまして、特別

職２名、教育長、一般職の給与等経費全てを

計上いたしました。 

 人件費の詳細につきましては、２５２ペー

ジから２５５ぺージまでに科目別内訳を添付

しておりますので、参考にしていただきます

ようお願いいたします。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なもの

について申し上げます。 

 １０ページへお戻りください。 

 第１款町税におきまして、個人町民税を前

年度対比約４％減の３億１,１１９万１,００

０円、法人町民税を前年度対比約８％増の５,

９２２万６,０００円、それぞれ計上いたしま

した。 

 固定資産税を前年度対比約１.１％減の４億

８,７３４万円計上いたしました。 

 軽自動車税を前年度対比約２.７％減の２,

１６７万６,０００円計上いたしました。 

 １２ページをお願いいたします。 

 町たばこ税を前年度対比約３.３％増の６,

５９９万５,０００円計上いたしました。 

 入湯税を前年度対比約１.８％増の７７万

３,０００円計上いたしました。 

 第２款地方譲与税におきまして、自動車重

量譲与税を１億８９８万８,０００円、地方揮

発油譲与税を３,５０４万１,０００円、森林

環境譲与税を７,３６０万６,０００円それぞ

れ計上いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第７款地方消費税交付金を１億８,６２８万

６,０００円計上いたしました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第１１款地方交付税の普通地方交付税にお

きまして、前年度対比約１.７％増の４２億

４,３４２万３,０００円、特別地方交付税に

おきまして約１.１％増の４億３,９４６万円

をそれぞれ計上いたしました。 

 １６ページからになりますが、第１４款使

用料及び手数料を前年度対比約１.５％減の１

億５,８７８万６,０００円計上いたしまし

た。 

 ２２ページからになりますが、第１５款国

庫支出金及び第１６款道支出金におきまし

て、事務事業に関わります補助金、交付金等

を計上いたしました。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金におきまして、ふるさと納

税寄附金を８,０００万円計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、基金繰入金

といたしまして、財政調整基金繰入金など、

合わせて８億３,１６２万８,０００円を計上

いたしました。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 第２１款諸収入、第５項雑入、第３目水源

林造林事業収入を８,８８３万円計上いたしま

した。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第２２款町債におきまして、過疎対策事業

債など合わせて１２億５,１２１万１,０００

円を計上いたしました。 

 以上で、歳入を終わります。 

 ６ページへお戻りください。 

 第２表で債務負担行為１件、第３表で地方

債７件をお願いいたしました。 

 １ページへお戻りください。 

 第４条において、一時借入金借入れの最高

額は１５億円と定めるものでございます。 

 以上で、令和６年度足寄町一般会計予算の

説明を終わります。 

○議長（髙橋秀樹君） 説明の途中ですが、

午後１時まで昼食のため休憩といたします。 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。 

 午前に引き続き、町長より提案説明を求め

ます。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） まず、午前中の一般

会計の予算説明の中で、金額間違えてしまっ
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たところがございましたので、訂正をさせて

いただきたいなと思います。 

 ページ数でいきますと１１８ページ、子育

て応援出産祝金ですね、私４,４００万円とい

うことで説明をさせていただきましたが４４

０万円の間違いでございましたので、訂正を

させていただきたいと思います。大変申し訳

ありませんでした。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、特別会計について御説明申し上

げます。 

 別冊の特別会計予算書の１ページをお願い

をいたします。 

 議案第２８号令和６年度足寄町国民健康保

険事業特別会計予算について、御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８億４,８５８万１,０００円と定めるもので

ございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、２９ページまでにな

りますけれども、２０ページの保険給付費５

億１,７３４万円、それから２２ページの国民

健康保険事業費納付金２億８,８６０万６,０

００円などを計上いたしました。 

 ８ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１５ページまでにな

りますが、国民健康保険税２億１,１８３万

３,０００円、道支出金５億６,０１９万８,０

００円などを計上いたしました。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 議案第２９号令和６年度足寄町簡易水道特

別会計予算について御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

６,８７４万８,０００円と定めるものでござ

います。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、４９ページまでにな

りますが、職員給与などの人件費のほか施設

管理経費、水道工事費などを計上いたしまし

た。 

 ４２ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、事業収入、一般会計

繰入金などを計上いたしました。 

 次に、５９ページをお願いいたします。 

 議案第３０号令和６年度足寄町介護保険特

別会計予算について御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９億１,７０９万円と定めるものでございま

す。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、８９ページまでにな

りますが、総務費、保険給付費、地域支援事

業費などを計上いたしました。 

 ６６ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、７１ページまでにな

りますが、介護保険料、国庫支出金、支払基

金交付金、道支出金、一般会計繰入金などを

計上いたしました。 

 次に、９５ページをお願いいたします。 

 議案第３１号令和６年度足寄町介護サービ

ス事業特別会計予算について御説明申し上げ

ます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１５億３,４７８万円と定めるものでございま

す。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１１７ページまでに

なりますが、職員給与などの人件費や施設の

管理運営費のほか、施設新築工事に伴う施工

管理業務委託料及び工事請負費を計上いたし

ました。 

 １０２ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１０７ページまでに

なりますが、介護サービス給付費収入、道支

出金、一般会計繰入金、町債などを計上いた

しました。 

 ９８ページへお戻りください。 

 第２表で債務負担行為１件、第３表で地方

債１件をお願いいたしました。 

 次に、１２９ページをお願いいたします。 

 議案第３２号令和６年度足寄町後期高齢者

医療特別会計予算について御説明申し上げま

す。 
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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１億５,９３４万７,０００円と定めるもので

ございます。 

 １４０ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１４３ページまでに

なりますが、後期高齢者医療広域連合納付金

などを計上いたしました。 

 １３６ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、１３９ページまでに

なりますが、後期高齢者医療保険料、一般会

計繰入金などを計上いたしました。 

 次に、１４５ページをお願いいたします。 

 議案第３３号令和６年度足寄町資源ごみ処

理等事業特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８,７７６万６,０００円と定めるものでござ

います。 

 １５４ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１５９ページまでに

なりますが、職員給与などの人件費のほか、

施設の管理運営費などを計上いたしました。 

 １５２ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、施設管理負担金、一

般会計繰入金などを計上いたしました。 

 次に、企業会計について御説明申し上げま

す。 

 別冊の上水道事業会計予算書の１ページを

お願いいたします。 

 議案第３４号令和６年度足寄町上水道事業

会計予算について、御説明申し上げます。 

 業務の予定量につきましては、第２条に記

載のとおりでございます。 

 収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、第３条において１億６,８８４万８,００

０円と定めるものでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、経常

的収入と人件費及び管理費用などでございま

す。 

 資本的収入及び支出の予定額につきまして

は、第４条に記載のとおりでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、収入

は企業債、工事負担金など、支出については

建設改良費、企業債償還金でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第５条において債務負担行為１件、第６条

において企業債１件をお願いいたしました。 

 第７条において、一時借入金の限度額は４,

０００万円と定めるものでございます。 

 なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。 

 次に、別冊の下水道事業会計予算書の１

ページをお願いいたします。 

 議案第３５号令和６年度足寄町下水道事業

会計予算について、御説明申し上げます。 

 業務の予定量につきましては、第２条に記

載のとおりでございます。 

 収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、第３条において３億７,６７１万４,００

０円と定めるものでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、収入

は下水道使用料、他会計負担金、長期前受金

戻入、支出は人件費及び管理費用などでござ

います。 

 資本的収入及び支出の予定額につきまして

は、第４条に記載のとおりでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、収入

は他会計出資金、国庫補助金など、支出は建

設改良費、企業債償還金でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条の２において、当年度に属する債権

及び債務として整理する未収金及び未払金の

額はそれぞれ２３４万１,０００円及び５６６

万９,０００円とするものでございます。 

 第５条において債務負担行為２件をお願い

いたしました。 

 第６条において、一時借入金の限度額は４,

０００万円と定めるものでございます。 

 なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。 

 次に、別冊の国民健康保険病院事業会計予

算書の１ページをお願いいたします。 

 議案第３６号令和６年度足寄町国民健康保

険病院事業会計予算について、御説明申し上
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げます。 

 業務の予定量につきましては、第２条に記

載のとおりでございます。 

 収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、第３条において、１２億６,３７５万３,

０００円と定めるものでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、経常

的収入と人件費及び管理費用などでございま

す。 

 資本的収入及び支出の予定額につきまして

は、第４条に記載のとおりでございます。 

 収入及び支出の内容につきましては、収入

は企業債、一般会計出資金など、支出は医療

器械購入などの建設改良費、企業債償還金で

ございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第５条において、企業債１件をお願いいた

しました。 

 第６条において、一時借入金の限度額は１

億円と定めるものでございます。 

 なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。 

 以上で、議案第２７号令和６年度足寄町一

般会計予算から議案第３６号令和６年度足寄

町国民健康保険病院事業会計予算まで、一括

提案理由の説明とさせていただきます。御審

議賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、議長を除く１２人の委員

で構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して会期中の休憩中に審査すること

にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本件については、議長を除く１２

人の委員で構成する予算審査特別委員会を設

置し、これに付託して会期中の休憩中に審査

することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

 休憩中に特別委員会を開いて、正副委員長

の互選をお願いいたします。 

午後 １時１６分 休憩 

午後 １時２１分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（髙橋秀樹君） 諸般の報告を行いま

す。 

 予算審査特別委員会の正副委員長の互選が

行われ、その結果の報告が議長の手元に参り

ましたので報告いたします。 

 委員長に多治見亮一君、副委員長に川上修

一君、以上のとおりです。 

 

◎ 散会の議決 

○議長（髙橋秀樹君） お諮りします。 

 本日は、これで散会したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれで散会することに決定

いたしました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 本日はこれで散会し

ます。 

 次回の会議は、３月１８日午前１０時より

開会します。 

 大変御苦労さまでございます。 

午後 １時２１分 散会

 


